
 電子記録債権に係る公正取引委員会規則の改正並びに事務総長通達及び取引部長通知の発出に

ついて 

 

平成２１年６月１９日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

１ 電子記録債権法（平成１９年法律第１０２号）が，平成２０年１２月１日に施行されたこと

を受け，今後，電子記録債権が下請代金支払遅延等防止法第２条第１０項に規定する下請代金

の支払手段として用いられることが想定される。 

公正取引委員会は，かかる場合への対応として， 

① 下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記載事項等に関する規則（以下「３条規則」

という。）を改正 

② 下請代金支払遅延等防止法第五条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則

（以下「５条規則」という。）を改正 

③ 「電子記録債権が下請代金の支払手段として用いられる場合の下請代金支払遅延等防止

法及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の運用について」（以下「事務総

長通達」という。）を発出 

④ 「電子記録債権が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導方針について」（以

下「取引部長通知」という。）を発出 

することとし，平成２１年４月１日に原案を公表し，同年４月３０日を期限として，関係各方

面から広く意見を募集した。 

 

２ 今回の意見募集に対し，６名から１６件の意見が提出された。当委員会は，提出された意見

について慎重に検討した結果，別紙１から４までのとおり，３条規則及び５条規則を改正する

とともに事務総長通達及び取引部長通知（原案の一部を修正）を発出し，公表することとした。 

提出された意見の概要及び意見に対する考え方は，別紙５のとおりである（提出された意見

については，公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課において閲覧に供する。）。 

なお，改正された３条規則及び５条規則は，本日の官報に掲載され，本日から施行されてい

る。また，事務総長通達及び取引部長通知についても，本日，これを発出した。 

 

３ 当委員会は，今般改正された３条規則及び５条規則並びに，今般発出した事務総長通達及び

取引部長通知に従い，親事業者において適正な対応が採られることを期待している。 

 

 

 

 

 

問い合わせ先  公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課 

          電話 ０３－３５８１－３３７３（直通） 

ホームページ http://www.jftc.go.jp 
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電子記録債権が下請代金の支払手段として用いられる場合の下請代金支払遅延等防止法

及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の運用について 

 

平成 21 年 6 月 19 日事務総長通達第 12 号 

公正取引委員会事務総長 

 

親事業者が，電子記録債権（電子記録債権法（平成 19 年法律第 102 号）第 2条第 1項に

規定する電子記録債権をいう。以下同じ。）の発生記録（電子記録債権法第 15 条に規定す

る発生記録をいう。以下同じ。）又は譲渡記録（電子記録債権法第 17 条に規定する譲渡記

録をいう。以下同じ。）をすることにより，下請代金を支払う場合の下請代金支払遅延等防

止法（以下「下請法」という。）第 3条の書面の記載事項及び同法第 5条の書類の記載事項

については，下請代金支払遅延等防止法第 3 条の書面の記載事項等に関する規則（平成 15

年公正取引委員会規則第 7 号）及び下請代金支払遅延等防止法第 5 条の書類又は電磁的記

録の作成及び保存に関する規則（平成 15 年公正取引委員会規則第 8号）で定められたとこ

ろであるが，電子記録債権が下請代金の支払手段として用いられる場合の下請法及び私的

独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」という。）の運用の方針

は下記のとおりであるので，事務処理に当たっては，これにより適切に処理されたい。 

 

記 

 

1 電子記録債権の発生記録又は譲渡記録により下請代金を支払う場合の下請法第2条の2

（下請代金の支払期日）等に規定する下請代金の「支払期日」は，下請事業者が当該電

子記録債権の譲渡記録をすることにより金融機関から下請代金の額に相当する金銭の支

払を受けることができることとする期間の始期とする。 

 

2 電子記録債権の発生記録又は譲渡記録により下請代金を支払う場合に，下請事業者が

当該下請代金の額に相当する金銭の全額について支払を受けることができないときは，

下請法第4条第1項第2号（下請代金の支払遅延の禁止）の規定に違反するものとして扱う。 

 

3 電子記録債権の発生記録又は譲渡記録により下請代金を支払うこととする場合に，不

当に，下請事業者に対し，電子記録債権の発生記録若しくは譲渡記録による下請代金の
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支払に応じることを強制し，又は電子記録債権の発生記録若しくは譲渡記録による下請

代金の支払に応じないことを理由として取引の条件又は実施について不利な取扱いをす

るときは，独占禁止法第19条（不公正な取引方法の禁止）の規定に違反するおそれがあ

るものとして扱う。 

 

 



 

電子記録債権が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導方針について 

 

平成 21 年 6 月 19 日取引部長通知 

公正取引委員会事務総局取引部長 

 

 電子記録債権（平成 21 年 6 月 19 日付け事務総長通達第 12 号の電子記録債権をいう。以

下同じ。）を下請代金の支払手段として用いる場合には，下請事業者の利益を保護する観点

から，親事業者に対し，下記の事項を遵守するよう指導されたい。 

 

記 

 

1 電子記録債権の現金化 

  電子記録債権の発生記録又は譲渡記録により下請代金の支払を受けた下請事業者が，

金融機関に当該電子記録債権についての譲渡記録をすることにより金銭の支払を確実に

受けられるようなものとすること。 

 

2 決済期間 

下請代金の支払期日から電子記録債権の満期日（電子記録債権法第 16 条第 1項第 2号

に規定する支払期日をいう。）までの期間（手形の交付日から手形の満期までの期間に相

当）は，120 日以内（繊維業の場合は 90 日以内）とすること。 

 

3 電子記録保証 

電子記録債権の譲渡記録により下請代金の支払を行う場合には，親事業者は当該電子

記録債権に電子記録保証（電子記録債権法第 2条第 9項に規定する電子記録保証をいう。）

を付すこと。 

 

4 不利益変更の禁止 

(1) 支払手段を電子記録債権の発生記録又は譲渡記録による支払に変更する場合に，下

請事業者に対し支払条件を従来に比して実質的に不利となるよう変更しないこと。 

 

(2) 電子記録債権に係る支払が行われる際に，下請事業者が利用する一般の金融機関の
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預金口座を利用できないこととしないこと。 

 

5 決済状況の把握 

公正取引委員会等の下請代金支払遅延等防止法第9条の規定に基づく調査に際し，電子

記録債権の発生記録又は譲渡記録による下請代金の支払状況に関する報告をすることが

できるよう，金融機関及び電子債権記録機関からこれに関する資料の提供を受けられる

ようにしておくこと。 
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 電子記録債権に係る公正取引委員会規則の改正原案並びに事務総長通達原案及び取引部長通知原  

案に寄せられた意見の概要及びそれらに対する考え方 

 

○ 総論 

意見の概要 

○ 今回，貴委員会より提示された内容は，電子記録債権制度を，手形的に利用する場合，すな

わち，現行の手形と同様に支払手段として利用する場合には，下請法上，手形と同様の規律を

課すことを明確化したものと理解できる。このような理解を前提に，標記改正案に賛成するも

のである。【全国銀行協会】 

○ 今回の「公正取引委員会規則の改正案」において，下請代金支払遅延等防止法の関連規則に，

電子記録債権の額や支払期日を記載しなければならないと，明記されていること，「事務総長

通達原案」及び「取引部長通知原案」において，電子記録債権を下請代金の支払手段として使

用する場合には，利用の強制の禁止，譲渡禁止特約の排除，支払期日・満期日までの期間等手

形と同様の取り扱いを求める運用方針が定められること，上記諸点を骨子とする今回の公正取

引委員会の改正等の原案の各事項に賛同する。【個人】 

○ 当所ではかねてから，「平成２１年度中小・小規模企業対策の拡充強化に関する要望」等に

おいて，電子記録債権制度に関し「同制度を現在の手形と同様の制度にすべきである」旨の要

望を行ってきた。具体的には，①取引している金融機関で資金決済できるような記録機関が設

立・運営されること，②現在の手形同様の信頼性が確保され債権の譲渡が円滑に行われるよう，

譲渡禁止特約を設けない制度とすること，③下請法上親事業者が下請事業者に対して行っては

ならないと規定している行為を，手形と同様，電子記録債権についても適用対象とすること，

などである。今般公表された各案は，これらの要望の内容に沿ったものになっており，当所と

しては基本的に同案を支持する。【日本商工会議所】 

 

（注）賛成意見で，具体的な修正等の意見がないものについては，当委員会の考え方は記載していな

い。 
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 ２

○ 各論 

 ①事務総長通達案第１項について 

No 意見の概要 考え方 

１ ○下請代金の「支払期日」として評価され

る「下請事業者が当該電子記録債権の譲渡

記録をすることにより金融機関から下請代

金の額に相当する金銭の支払を受けること

ができることとする期間の始期」とは，具

体的には，発生記録又は譲渡記録がなされ

ることにより，下請事業者が電子記録債権

の債権者として記録された日という理解で

よいか。仮に発生記録又は譲渡記録に加え

て何らかの行為が必要であれば，必要とさ

れる具体的な行為の内容を明らかにされた

い。 

【電子記録債権を活用した広島地域経済活

性化研究会】 

○意見のとおり，下請代金の「支払期日」に，

当該下請代金に係る電子記録債権が発生記録

又は譲渡記録されることで足りる。 

 

 

②事務総長通達案第２項について 

２ ○「下請事業者が当該下請代金の額に相当

する金銭の全額について支払を受けること

ができないとき」は下請法に違反すること

が述べられているが，発生記録に記録され

た電子記録債権の金額が当該下請代金相当

額であれば下請法に違反しないと考えてよ

いのか。あるいは，当該電子記録債権を金

融機関に譲渡することによって下請事業者

が受領することのできる金額（すなわち，

譲渡の際に割引かれた後の金額）が当該下

請代金相当額であることが必要となるの

か。本項の趣旨を確認させていただきたい。

【電子記録債権を活用した広島地域経済活

性化研究会】 

○意見の前段のとおり，手形と同様，電子記

録債権を用いて下請代金の支払を行う場合に

ついても，発生記録又は譲渡記録をすること

により生じる電子記録債権の金額が当該下請

代金の額であれば足りる。 

 

 ③事務総長通達案第３項について 

３ ○下請代金の支払手段として電子記録債権

を用いるには，下請事業者の同意や承諾（少

なくとも黙示的な合意）が必要と考えてい

るのか。 

【個人】 

○親事業者は，他の支払手段を用いる場合と

同様に，電子記録債権を下請代金の支払手段

として用いる場合においても，下請事業者に

対して十分な説明を行い，下請事業者の合意

を得る必要がある。 

○また，親事業者は，電子記録債権を下請代
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金の支払手段として用いる場合には，下請法

第３条の規定に基づき必要な記載を網羅した

書面を下請事業者に交付する必要がある。 

 

 ④取引部長通知案第１項第１号について 

４ ○「当該電子記録債権の譲渡記録をするこ

とにより金銭の支払を確実に受けられるよ

うなもの」とするために，第１項第２号の

譲渡禁止特約及び第２項の決済期間の点以

外に留意しなければならない要素があれ

ば，その内容を明記していただきたい。 

【電子記録債権を活用した広島地域経済活

性化研究会】 

○当該電子記録債権を金融機関に譲渡記録を

することにより金銭の支払を確実に受けられ

るようにするための要素について，取引部長

通知案第１項第２号の譲渡禁止特約及び第２

項の決済期間に関する規定以外にはない。 

○今後，電子記録債権による支払を受ける下

請事業者が，当該電子記録債権を金融機関に

譲渡記録をすることにより下請代金の額に相

当する金銭の支払を確実に受けられるように

するために必要な事項が生じた場合には，改

めて必要な対応を検討する。 

５ ○「電子記録債権の発生記録又は譲渡記録

により下請代金の支払を受けた下請事業者

が，下請代金の支払期日に，当該電子記録

債権の譲渡記録をすることにより金銭の支

払を確実に受けられるようなものとするこ

と。」の意味が不明なので，債務者側で具体

的にとらなければならない手段を御説明願

いたい。 

【個人】 

 

 

 

 

 

 

 

○電子記録債権が下請代金の支払手段として

用いられる場合には，電子記録債権による支

払を受けた下請事業者が，電子記録債権の発

生記録日（譲渡による場合は譲渡記録日。手

形の交付日に相当。）から電子記録債権の満期

日（電子記録債権法で定める電子記録債権の

支払期日のこと。手形の満期日に相当。以下

同じ。）の間に，当該電子記録債権を金融機関

に譲渡記録をすることにより金銭の支払を確

実に受けられるようなものとすることが必要

である。 

○したがって，これらの要件を満たしていな

い電子記録債権による支払が行われた場合

は，当該電子記録債権を金融機関に譲渡記録

をすることにより確実に現金化することがで

きるものとはいえず，下請代金の支払手段と

して認められないと考える。 

電子記録債権が下請代金の支払手段として

用いられる場合においては，親事業者は，あ

らかじめ，下請事業者が当該電子記録債権を

金融機関に譲渡記録をすることにより下請代

金の額に相当する金銭の支払を受けることが

できることを確認しておく必要がある。 

○なお，当該規定の趣旨をより明確化する観

点から，当該規定を次のとおり修正する。 

 

（旧）（１）電子記録債権の発生記録又は譲渡

記録により下請代金の支払を受けた下請事業

者が，下請代金の支払期日に，当該電子記録
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債権の譲渡記録をすることにより金銭の支払

を確実に受けられるようなものとすること。 

（新）（１）電子記録債権の発生記録又は譲渡

記録により下請代金の支払を受けた下請事業

者が，金融機関に当該電子記録債権について

の譲渡記録をすることにより金銭の支払を確

実に受けられるようなものとすること。 

 

 

 

 ○取引部長通知案第１項第２号について 

６ ○「電子記録債権の発生記録又は譲渡記録

により下請代金の支払を受けた下請事業者

が，当該電子記録債権の譲渡記録をするこ

とを禁止する特約が付されていないこと。」

とは，一部譲渡制限があったとしても，実

際上下請事業者にとって資金化に支障がな

い制限であれば，差し支えないと考えてよ

いか。 

【個人】 

７ ○「電子記録債権の発生記録又は譲渡記録

により下請代金の支払を受けた下請事業者

が，当該電子記録債権の譲渡記録をするこ

とを禁止する特約が付されていないこと。」

について，①電子記録債権の譲渡先に一切

制限がない場合，譲渡先として望ましくな

い者（暴力団等の反社会的勢力）に譲渡さ

れる可能性があり，反社会的勢力排除の観

点から，このような者に限定して譲渡禁止

特約の設定が認められる余地を残してもよ

い，②電子記録債権の支払期日が，下請代

金の支払期日と同日であれば，譲渡禁止特

約が設定されていても，下請事業者の不利

益にはならない，と考えるがどうか。 

【パナソニック電工株式会社】 

○当該電子記録債権について一部譲渡制限が

あったとしても，下請事業者が金融機関に当

該電子記録債権についての譲渡記録をするこ

とにより金銭の支払を確実に受けられるよう

なものとなっている場合には，下請事業者に

不利益は生じない。 

○このため，取引部長通知案第１項第２号を

「電子記録債権の発生記録又は譲渡記録によ

り下請代金の支払を受けた下請事業者が，金

融機関に当該電子記録債権についての譲渡記

録をすることを禁止する特約が付されていな

いこと。」と修正することが適当と考えられ

る。しかしながら，これは，修正後の取引部

長通知案第１項第１号が求める趣旨に含まれ

ているので，取引部長通知案第１項第２号の

規定は削除する。 

 

 

 

 ○取引部長通知案第３項について 

８ ○①事務総長通達案には，「２ 電子記録

債権の発生記録又は譲渡記録により下請代

金を支払う場合に，下請事業者が当該下請

代金の額に相当する金銭の全額について支

払を受けることができないときは，下請法

第４条第１項第２号（下請代金の支払遅延

の禁止）の規定に違反するものとして扱

○親事業者が保有する電子記録債権を下請事

業者に譲渡記録をすることにより下請代金を

支払う場合については，当該電子記録債権の

譲渡人である親事業者が当該電子記録債権に

電子記録保証を付さなければ，電子記録債権

の債務者が債務を履行しなかった場合，当該

電子記録債権の譲受人である下請事業者は親
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う。」との規定があることから，電子記録保

証を設定しなくても，下請事業者への支払

いは担保される，②電子記録保証を要求す

ることにより，親事業者の電子記録債権の

利用が促進されず，普及を阻害する要因と

なる，と考えるがどうか。 

【パナソニック電工株式会社】 

事業者に対して下請代金に相当する額の電子

記録債権に基づく金銭の支払を請求できなく

なることから，当該規定は必要であると考え

る。 

○なお，本通達は，下請事業者の利益を保護

する観点から，電子記録債権が下請代金の支

払手段として用いられる場合の指導方針を示

しているものである。 

 

 ○取引部長通知案第４項第１号について 

９ ○支払手段を一括決済方式から償還請求が

行える電子記録債権方式に切り替えること

は，不利な変更に該当する可能性があると

いうことか。 

【個人】 

10 ○どのようなケースが実質的に不利となる

のかを示すべきと考える。 

【パナソニック電工株式会社】 

○下請代金の支払手段を一括決済方式から電

子記録債権に切り替えることが不利な変更に

該当するかどうかは，支払手段の変更に伴い

下請事業者に経済上の不利益が発生している

かなどを総合的に考慮し，判断することとな

る。 

○なお，№３の意見に対する考え方で述べた

ように，支払手段を電子記録債権に切り替え

る場合においても，親事業者は下請事業者に

対して十分な説明を行い，下請事業者の合意

を得る必要がある。 

  

 

 ○取引部長通知案第４項第２号について 

11 ○当該規定は，親事業者が下請事業者に対

して，電子記録債権の利用に際し，債権管

理やサービスの運営上の観点から下請事

業者が利用する一般の金融機関の預金口

座以外の口座の利用を強制した場合，別口

座の開設・運営に伴う管理コストの増加を

招き，ひいては下請事業者に不利益を生じ

ることを念頭に置いたものと推察する。し

かしながら，下請事業者が電子記録債権の

利用自体に同意している場合において，親

事業者が別口座開設等の費用を負担する

のであれば，下請事業者に不利益を生じさ

せることはないと考えるが，どうか。 

【パナソニック電工株式会社】 

 

12 ○「電子記録債権に係る支払が行われる際

に，下請事業者が利用する一般の金融機関

の預金口座を利用できないこととしない

こと。」とあるが，一括決済方式にかかる

同指針には存在しないかかる要件を電子

記録債権方式において特に規定しなけれ

○本通知の原案において，当該規定を設けるこ

ととした趣旨は，電子記録債権が下請代金の支

払手段として用いられる場合において，下請事

業者が新たに口座を開設することを強制され，

下請事業者に経済上の不利益が生じることと

なるような事態を未然に防止することにある。
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ばならない理由は何か。 

【個人】 

 

 

○取引部長通知案第５項について 

13 ○親事業者が金融機関及び電子債権記録

機関から下請代金の支払状況に関する資

料の提供を受けられるようにすることが

求められているが，具体的にどのような資

料が必要となるのか明記していただきた

い。 

【電子記録債権を活用した広島地域経済

活性化研究会】 

○当該規定の趣旨は，親事業者に対し，下請取

引に関する報告を求める又は検査を行う際に，

下請代金の支払状況に関する資料が金融機関

又は電子債権記録機関にあることを理由とし

て，当該報告をしない又は当該検査を拒み，妨

げ，若しくは忌避することは認められないとす

るところにある。 

○下請代金の支払状況に関するものとしては，

例えば，実際の支払に係る事実を確認するた

め，電子記録債権の発生記録又は譲渡記録を電

子債権記録機関に請求した際に，電子債権記録

機関に対して提供された当該電子記録債権に

係る情報に関する資料，口座間送金決済に係る

資料の提出を求めることなどが想定される。 

 

 


